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平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

招集年月日 

平成３１年２月１３日 水曜日 

 

 

 

招集場所 

津市栄町二丁目３６１番地 三重地方自治労働文化センター ４階大会議室 

 

 

 

開会及び閉会の日時 

開会 平成３１年２月１３日 午後１時００分 

閉会 平成３１年２月１３日 午後２時０１分 

 

 

 

出席議員（２６人） 

１番  盆 野 明 弘      ３番  藤 井 信 雄 

４番  竹 野 兼 主      ７番  山 路   茂 

８番  中 島 清 晴      ９番  伊 藤 敬 三 

１０番  渡 邉 清 司     １１番  亀 井 秀 樹 

１２番  水 谷   進     １３番  川 合   滋 

１５番  西 口 昌 利     １６番  浜 口 一 利 

１７番  濱   重 明     １８番  吉 田 桂 治 

２０番  大 森 秀 俊     ２２番  伊 藤 好 博 

２５番  栗 田 康 昭     ２６番  城 田 政 幸 

２７番  久 保 行 男     ２８番  世古口 哲 哉 

２９番  小 林 保 男     ３０番  辻 村 修 一 

３１番  中 村 順 一     ３２番  元 坂   明 

３４番  尾 上 壽 一     ３５番  大 畑   覚 

 

 

 

欠席議員（９人） 

２番  岡   幸 男      ５番  藤 本   亨 

６番  中 山 裕 司     １４番  加 藤 千 速 

１９番  竹 内 千 尋     ２１番  岩 田 佐 俊 

２３番  水 谷 俊 郎     ２４番  石 原 正 敬 

３３番  小 山   巧 
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職務のため議場に出席した議会事務担当職員の職氏名 

書 記  青 木 博 光     書 記  橋 本 英 幸 

書 記  浦 野 真 幸 

 

 

 

説明のため議場に出席した者の職氏名 

広 域 連 合 長  前 葉 泰 幸   副広域連合長  森   智 広 

副広域連合長  加 藤   隆   副広域連合長  西 田   健 

監 査 委 員  山 路 昭 人   事 務 局 長  長 江 英 明 

会 計 管 理 者  浦 出 寛 治   次長兼総務企画課長  勝 田 秀 貴 

事 業 課 長  山 本 正 美   事業課副参事  大 田 政 雄 

事 業 課 主 幹  太 田 公 孝   事 業 課 主 幹  福 井 一 仁 

 

 

 

議事日程（第１号） 

第１  議席の指定 

第２  会議録署名議員の指名 

第３  諸般の報告 

第４  会期の決定 

第５  副議長の選挙 

第６  議案第１号  三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

の一部の改正について 

第７  議案第２号  平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第１号） 

第８  議案第３号  平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第９  議案第４号  平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合一般

会計予算 

第１０ 議案第５号  平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計予算 

第１１ 議案第６号  監査委員の選任同意について 

議案第７号  監査委員の選任同意について 

第１２ 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 
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会議に付した事件 

議事日程（第１号） 

第１～第１２   議事日程のとおり 

追加       議長の辞職について 

追加       議長の選挙 

 

 

 

議事等の経過 

 

○書記（青木博光君） 

書記の青木と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、公私何かと御多忙の中、御参集賜りまして誠にありがとうございま

す。 

開会に先立ちまして、昨年１１月に開催いたしました平成３０年第２回定例

会以降、新しく当広域連合議会議員に選出されました皆様を御紹介させていた

だきます。 

まず、桑名市の渡邉清司議員でございます。 

 

〇議員（渡邉清司君） 

はい。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

○書記（青木博光君） 

続きまして、明和町の世古口哲哉議員でございます。 

 

〇議員（世古口哲哉君） 

世古口です。よろしくお願いします。（拍手） 

 

○書記（青木博光君） 

本日欠席の御連絡をいただいておりますが、伊勢市の中山裕司議員を御紹介

させていただきます。 

なお、御浜町の大畑覚議員におかれましては、任期満了となりましたが、再

度選出されております。 

以上で御紹介を終わらせていただきます。 

それでは、平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の議

事について、水谷議長よろしくお願いいたします。 
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午後１時００分、開会 

 

 

○議長（水谷進君） 

皆さん、こんにちは。 

議長の水谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員数は、２６名でございます。 

よって、定足数に達しておりますので、ただいまから平成３１年第１回三重

県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたします。 

なお、議案説明のため、広域連合長以下関係者の出席を求めておりますこと

を御報告いたします。 

開議に先立ち、広域連合長から招集の御挨拶があります。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

本日は、平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集

させていただきましたところ、議員の皆様方には、御多用のところ御参集を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

また、平素から、当広域連合の運営に格別の御理解と御協力を賜り、重ねて

御礼を申し上げます。 

さて、今議会では、条例の一部改正が１件、平成３０年度の補正予算が２件、

平成３１年度の当初予算が２件、監査委員の選任同意議案が２件の計７議案を

提出いたします。 

それぞれの案件につきまして、御審議賜りますようお願い申し上げます。 

以上、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

 

 

午後１時０２分、開議 

 

○議長（水谷進君） 

ありがとうございました。 

それでは、本日の会議を開きます。 

議事日程第 1 号により議事を進めます。 

日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長が指定いたします。 

新たに選出された議員の議席は、ただいま御着席の席を指定いたします。 
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○議長（水谷進君） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１０７条の規定により、議席番号４番、竹野

兼主議員、議席番号２５番、栗田康昭議員を指名いたします。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第３、諸般の報告を行います。 

まず、閉会中の議員の辞職許可についてであります。 

伊勢市の西山則夫議員から、閉会中に広域連合議会議員を辞職したい旨の願

い出がありましたので、地方自治法第１２６条の規定により、これを許可いた

しました。 

次に、監査委員から報告のありました現金出納検査の結果については、お手

元に配付のとおりであります。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日にいたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第５、副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選

によって行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

本広域連合議会の副議長に、議席番号２９番、小林保男議員を指名いたしま

す。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました小林保男議員を副議長の当選人として定めること

に御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました小林保男議員が副議長に当選されました。 

ただいま副議長に当選されました小林保男議員が議場におられますので、会

議規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

この際、御挨拶があればお伺いいたします。 

 

○副議長（小林保男君） 

ただいま副議長にご指名いただきました、大台町の小林でございます。 

皆様の御協力を賜りまして精一杯頑張っていきたいと思いますので、皆様の

御指導をよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

ありがとうございました。 
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ここで、広域連合長より発言を求められておりますので、これを許可いたし

ます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会の開催に当たり

まして、運営に臨む私の方針を申し述べ、皆様の御理解と御協力をお願いした

いと思います。 

さて、皆様御存知のとおり、後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者の

医療を国民全体で公平に支える制度として、平成２０年４月に開始され、１０

年を経過し、被保険者に配慮した幾つかの特例措置や運用面での改善を行い、

制度は定着してきています。 

他方で、高齢化や医療の高度化等により高齢者の医療費が増大する中、後期

高齢者医療制度についても社会保障審議会における議論を踏まえ、医療制度を

持続可能なものとしていく観点から、必要な改善を図っていく必要があります。 

このことから、国において、平成２９年度から低所得者等に対する保険料軽

減特例措置や高額療養費制度の見直しが実施され、平成３０年度からは保険料

所得割の軽減が廃止され、本年１０月からは均等割の軽減措置が見直されよう

としております。 

そのような状況の中、全国の後期高齢者医療広域連合で組織する、全国後期

高齢者医療広域連合協議会から、昨年１１月、厚生労働大臣に対し、低所得者

に対する保険料軽減特例措置については、生活に影響を与える保険料とならな

いよう現行制度を維持することとあわせて恒久化についても検討すること、ま

た、やむを得ず見直す場合には、低所得者に対する負担軽減施策と併せて実施

するとともに、被保険者の負担を最小限に抑え、きめ細かな激変緩和措置を講

ずるよう要望したところです。 

次に、保険者として、被保険者の方々が安心して医療を受けられる制度、持

続可能な安定した制度となるよう適切な運営に努めてまいります。 

運営に当たっては、まず、年々増加する医療費を抑制するため、医療費の適

正化対策を推進いたします。 

その取り組みとして、被保険者の健康の保持・増進を目的としました医科健

康診査を引き続き実施するとともに、平成２９年度から本格実施しました歯科

健康診査についてもさらなる受診率の向上を目指してまいります。 

また、昨年４月より新たにスタートしました第２期保健事業実施計画、いわ

ゆるデータヘルス計画に基づき、ジェネリック医薬品のさらなる利用拡大や健

診により異常値が検出され、その後受診されていない方々への受診勧奨等を推

進してまいります。 

さらに、国においては、身体的な機能の低下や複数の慢性疾患に加え、認知
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機能や社会的な繋がりの低下といった多様な課題や不安を抱えている高齢者の

方々への、介護予防やフレイルの防止、疾病の重症化予防等の効果的な実施を

行うべく、現在、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向け、事業の

推進を図る旨検討されており、今後、具体的な指針が示されましたら、構成市

町の御協力をいただきながら事業を推進してまいりたいと考えております。 

最後に、保険料についてでございます。 

平成３１年度は、２０２０年度及び２０２１年度分の保険料率改定に向け、

その算定作業を行います。 

保険料率の算定にあたっては、医療給付費等の支出経費やそれに伴う収入な

どを的確に試算した上で、財政収支に係る剰余金などを活用し、被保険者の負

担が極力少なくなるよう保険料率の増加抑制に努めます。 

今後も保険料の適正な賦課を行うため、被保険者の正確な所得情報の把握に

努めるとともに、収納については、市町と広域連合が連携した収納対策により、

なお一層の収納率の向上に努め、被保険者間の負担の公平性を維持してまいり

ます。 

以上、平成３１年度における広域連合の運営について申し述べましたが、当

広域連合といたしましては、今後も引き続き被保険者の皆様をはじめ、住民の

皆様の御理解をいただけるよう各市町、国、県及び関係機関と緊密に連携し、

事業運営に取り組んでまいりますので、議員の皆様におかれましても、温かい

御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、私の施政方針といたし

ます。 

 

○議長（水谷進君） 

それでは、会議を続けます。 

日程第６、議案第１号三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一

部の改正についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第１号について御説明申し上げます。 

三重県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部の改正については、

当広域連合の情報公開・個人情報保護審査会並びに行政不服審査会は、三重県

町村会を代表事務局として、各団体と委員共同利用による運営を行っていると

ころであります。 

今般、三重県町村会から両審査会の効率的な運営を目的に現在２年である情

報公開・個人情報保護審査会の委員任期を３年に改正したい旨の申し出があっ

たため、任期を改正しようとするものであります。 
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よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第１号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第７、議案第２号、平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 
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議案第２号について御説明申し上げます。 

平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ２５９万１，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億９，３６７万４，０００円とするものであります。 

詳細につきましては、次長兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

次長兼総務企画課長。 

 

○次長兼総務企画課長（勝田秀貴君） 

議案第２号、平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号）について御説明申し上げます。 

恐れ入ります。資料番号⑤の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、分担金及び負担金、第１項、負担金、第１目、市町負担金は、５７

１万８，０００円の減額で、時間外手当等の減額及び実績見込みの減によるも

のでございます。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、４万１，

０００円の減額で、補助対象となる運営協議会開催経費の減額によるものでご

ざいます。 

第５款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、３１７万２，０００

円の増額で、前年度からの繰越金の確定によるものでございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第６款、諸収入、第１項、預金利子、第１目、預金利子は、９，０００円の

増額で、歳計現金預金利息の増額見込みによるものでございます。 

第２項、雑入、第１目、雑入は、１万３，０００円の減額で、雇用保険の実

費弁償分の減額見込みによるものでございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第１款、議会費、第１項、議会費、第１目、議会費は、３７万１，０００円

の減額で、議員の報酬、費用弁償及び会場使用料の減額見込みによるものでご

ざいます。 

第２款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、２１８万７，

０００円の減額で、主なものといたしましては、時間外勤務手当及び通勤手当

の減額のほか、１３ページ、１４ページの前年度繰越金の地方財政法に基づく

２分の１の財政調整基金への積立によるものでございます。 

第３項、監査委員費、第１目、監査委員費は、３万３，０００円の減額で、
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監査委員報酬及び費用弁償の減額見込みによるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

以上で説明が終わりました。 

本件についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第２号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第８、議案第３号、平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 
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○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第３号について御説明申し上げます。 

平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）は、歳入歳出予算について補正しようとするもので、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２３億６，２２２万８，０００円を増額し、補正

後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１５９億６，２９８万２，０

００円とするものであります。 

詳細につきましては、次長兼総務企画課長から御説明申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

次長兼総務企画課長。 

 

○次長兼総務企画課長（勝田秀貴君） 

議案第３号、平成３０年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

資料番号⑥の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、市町支出金、第１項、市町支出金、第１目、事務費等負担金は、９，

５４６万１，０００円の減額で、積立金を除く一般管理費の減及び前年度負担

金精算分の財源充当等による事務費等負担金の減額によるものでございます。 

第２目、保険料等負担金は、２億２，２３４万４，０００円の減額で、保険

料軽減額の減に伴う保険基盤安定制度負担金の減額によるものでございます。 

第３目、療養給付費負担金は、３，８９５万５，０００円の増額で、前年度

負担金の確定に伴う市町の追加負担分でございます。 

第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養給付費負担金は、

７億７，４３４万円の減額で、対象となる療養給付費等の減額見込みに伴う負

担金の減額によるものでございます。 

第２目、高額医療費負担金は、５，３６８万８，０００円の増額で、対象と

なる８０万円を超える医療費の増額見込みに伴う負担金の増額によるものでご

ざいます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、２４億３８２万２，０００円

の減額で、健康診査事業に必要な補助金のうち、次の第２目、後期高齢者医療

制度事業費補助金で交付できない分などが特別調整交付金により財政措置され

るものの、対象となる療養給付費等の減額見込みに伴う普通調整交付金の減額

によるものでございます。 

第２目、後期高齢者医療制度事業費補助金は、１億４，０４１万３，０００
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円の減額で、健康診査事業補助金の一部が先ほどの特別調整交付金により財政

措置されることに伴う減額によるものでございます。 

第４目、後期高齢者医療災害臨時特例補助金は、１万６，０００円の増額で、

東日本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金で、国の

財政措置が継続されたことに伴う増額によるものでございます。 

第６目、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は、４９５万７，０００円の

増額で、補助対象経費が発生したことによるものでございます。 

第３款、県支出金、第１項、県負担金、第１目、療養給付費負担金は、２億

５，８１１万３，０００円の減額で、対象となる療養給付費等の減額見込みに

伴う負担金の減額によるものでございます。 

第２目、高額医療費負担金は、５，３６８万８，０００円の増額で、対象と

なる８０万円を超える医療費の増額見込みに伴う負担金の増額によるものでご

ざいます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第４款、支払基金交付金、第１項、支払基金交付金、第１目、後期高齢者交

付金は、１５億３，４６３万２，０００円の減額で、対象となる療養給付費等

の減額見込みに伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金の減額によるもの

でございます。 

第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、１

１１万円の増額で、後期高齢者医療事業運営基金の運用利息の増額によるもの

でございます。 

第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、後期高齢者医療事業運営基

金繰入金は、８億７，５０８万８，０００円の減額で、前年度繰越金による財

源調整の結果、基金からの繰入額を減額するものでございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第８款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、８４億１４９万６，

０００円の増額で、前年度繰越金の確定によるものでございます。 

第１０款、諸収入、第２項、預金利子、第１目、預金利子は、２５３万１，

０００円の増額で、歳計現金預金利息の増額によるものございます。 

第３項、雑入、第２目、第三者納付金は、９，０００万円の増額で、第三者

行為損害賠償金の増額によるものでございます。 

第３目、返納金は、２，０００万円の増額で、医療費の自己負担割合変更に

伴う差額等返還金の増額によるものでございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出でございます。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、６，６５３

万５，０００円の減額で、主に新電算処理システム機器更改導入作業委託料の

減額によるものでございます。 
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第２款、医療給付費、第１項、療養諸費、第１目、療養給付費等は、４億５，

６４９万７，０００円の減額で、診療報酬、調剤報酬、高額療養費等の実績見

込額の減によるものでございます。 

第２目、療養費は、２，７９０万６，０００円の減額で、補装具、鍼灸、あ

んま、マッサージ、柔道整復等の療養費の実績見込額の減によるものでござい

ます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第４目、審査支払手数料は、３，３７５万４，０００円の減額で、レセプト

審査件数の実績見込みの減によるものでございます。 

第２項、高額療養諸費、第１目、高額療養諸費は、１億６，１９３万８，０

００円の増額で、自己負担限度額を超えた場合に被保険者に支給する高額療養

費の実績見込額の増によるものでございます。 

第２目、高額介護合算療養費は、３５４万４，０００円の減額で、これは後

期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定金額以上になった場

合に被保険者に支給するもので、実績見込額の減によるものでございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第３項、その他医療給付費、第１目、葬祭諸費は、９００万円の減額で、葬

祭費支給件数の実績見込みの減によるものでございます。 

第３款、県財政安定化基金拠出金、第１項、県財政安定化基金拠出金、第１

目、県財政安定化基金拠出金は、８８８万５，０００円の減額で、平成３０年

度拠出金の確定に伴う減によるものでございます。 

第５款、保健事業費、第１項、健康保持増進事業費、第１目、健康診査費は、

１，３２８万６，０００円の減額で、健康診査受診対象者数の減によるもので

ございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第２目、その他健康保持増進費は、１２２万２，０００円の減額で、健康診

査事業の啓発関連委託料の契約差金等によるものでございます。 

第７款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第３目、償還金は、２

８億２，０９１万９，０００円の増額で、前年度実績確定による国庫支出金等

の精算に伴う返還金の増によるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第３号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第９、議案第４号、平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会

計予算を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第４号について御説明申し上げます。 

平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ２億４３万７，０００円とするもので、前年度と

比べ、４１７万２，０００円の増額であります。 

詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 
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事務局長。 

 

○事務局長（長江英明君） 

議案第４号、平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につ

いて御説明申し上げます。 

恐れ入りますが、資料番号⑦の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、分担金及び負担金、第１項、負担金、第１目、市町負担金は、１億

９，５８５万２，０００円の計上で、広域連合議会、広域連合事務局の運営に

要する費用に対する構成市町負担金でございます。 

第２款、国庫支出金、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、４５４

万２，０００円の計上で、住民、医療関係者等の意見を聞く場として設置して

おります運営協議会に要する費用等に対する補助金でございます。 

第３款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、１，

０００円の計上で、財政調整基金の運用利息でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 

第４款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、財政調整基金繰入金は、１，

０００円の計上で、財政調整基金からの繰入金でございます。 

第５款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、１，０００円の計上

で、前年度繰越金でございます。 

第６款、諸収入、第１項、預金利子、第１目、預金利子は、１，０００円の

計上で、歳計現金の預金利息でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第２項、雑入、第１目、雑入は、３万９，０００円の計上で、雇用保険の実

費弁償分でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第１款、議会費、第１項、議会費、第１目、議会費は、７７万３，０００円

の計上で、議員の報酬及び費用弁償、議会の会場使用料でございます。 

第２款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、１億９，８

７７万９，０００円の計上で、主なものといたしましては、職員１名分の給料、

時間外勤務手当などの職員手当等、共済組合負担金などの共済費、臨時職員３

名分の賃金、１５ページ、１６ページをお願いいたします。 

出張等に要する旅費、消耗品費などの需用費、財務会計システムの保守点検

などの委託料、事務所借上料などの使用料及び賃借料、広域連合派遣職員人件

費負担金などの負担金、補助及び交付金でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第２項、選挙費、第１目、選挙管理委員会費は、１３万円の計上で、選挙管
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理委員の報酬及び費用弁償、委員会の会場使用料でございます。 

第３項、監査委員費、第１目、監査委員費は、２５万５，０００円の計上で、

監査委員の報酬及び費用弁償、出納検査などの会場使用料でございます。 

第４款、予備費、第１項、予備費、第１目、予備費は、５０万円の計上でご

ざいます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第４号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 
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日程第１０、議案第５号、平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第５号について御説明申し上げます。 

平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算は、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２，１６５億５，１９７万３，００

０円とするものであります。前年度と比べ、２９億５，２０６万１，０００円

の増額で、医療給付費の伸びが主な要因であります。 

また、一時借入金の借入れの最高額は、７０億円といたしまして、歳出予算

の流用につきましては、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

同一款内で各項相互に流用するものであります。 

詳細につきましては、事務局長から御説明申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

事務局長。 

 

○事務局長（長江英明君） 

議案第５号、平成３１年度三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計予算について御説明申し上げます。 

恐れ入りますが、資料番号⑧の７ページ、８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

第１款、市町支出金、第１項、市町支出金、第１目、事務費等負担金は、８

億５，６５９万５，０００円の計上で、一般管理事務費負担金、健康診査事業

負担金及び健康診査事業事務費負担金でございます。 

第２目、保険料等負担金は、２１１億８，６４１万１，０００円の計上で、

保険料負担金及び保険基盤安定制度負担金でございます。 

第３目、療養給付費負担金は、１６９億８，４３７万５，０００円の計上で、

高齢者の医療の確保に関する法律、以下高確法と言いますが、第９８条で定め

られた定率の負担金でございます。 

第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、療養給付費負担金は、

５０９億５，３１２万５，０００円の計上で、高確法第９３条第１項で定めら

れた定率の負担金でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、９億４，９１０万７，０００円の計上で、高

確法第９３条第２項で定められた負担金でございます。 

９ページ、１０ページをお願いいたします。 
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第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、１８０億１，６８３万２，０

００円の計上で、広域連合間における被保険者に係る所得の格差による財政の

不均衡を是正するために交付される普通調整交付金と長寿・健康増進事業等に

対して交付される特別調整交付金でございます。 

第２目、後期高齢者医療制度事業費補助金は、２億５，８３５万９，０００

円の計上で、健康診査事業、歯科健康診査事業、医療費適正化等推進事業、特

別高額医療費共同事業に対する補助金でございます。 

第３目、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金は、８億５，５３０万６，

０００円の計上で、低所得者等の保険料軽減措置に係る交付金でございます。 

第４目、後期高齢者医療災害臨時特例補助金は、１，０００円の計上で、東

日本大震災に係る一部負担金免除、保険料減免措置に対する補助金でございま

す。 

第３款、県支出金、第１項、県負担金、第１目、療養給付費負担金は、１６

９億８，４３７万５，０００円の計上で、高確法第９６条第１項で定められた

定率の負担金でございます。 

第２目、高額医療費負担金は、９億４，９１０万７，０００円の計上で、高

確法第９６条第２項で定められた負担金でございます。 

１１ページ、１２ページをお願いいたします。 

第２項、財政安定化基金支出金、第１目、財政安定化基金交付金は、１，０

００円の計上で、後期高齢者医療の財政の安定化に資するために県に設置され

ている基金からの交付金でございます。 

第４款、支払基金交付金、第１項、支払基金交付金、第１目、後期高齢者交

付金は、８７０億６，８１２万３，０００円の計上で、現役世代からの負担金

として、社会保険診療報酬支払基金から交付される交付金でございます。 

第５款、特別高額医療費共同事業交付金、第１項、特別高額医療費共同事業

交付金、第１目、特別高額医療費共同事業交付金は、４，２２１万１，０００

円の計上で、１件当たり４００万円を超えるレセプトの２００万円を超える部

分から公費支援分を除いた部分に対する国民健康保険中央会からの交付金でご

ざいます。 

１３ページ、１４ページをお願いいたします。 

第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金は、１，

０００円の計上で、事業運営基金の運用利息でございます。 

第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、後期高齢者医療事業運営基

金繰入金は、１１億３，８０３万６，０００円の計上で、後期高齢者医療事業

の財政の均衡を図るため、繰り入れるものでございます。 

第８款、繰越金、第１項、繰越金、第１目、繰越金は、１，０００円の計上

で、前年度繰越金でございます。 

１５ページ、１６ページをお願いいたします。 
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第９款、県財政安定化基金借入金、第１項、県財政安定化基金借入金、第１

目、県財政安定化基金借入金は、１，０００円の計上で、県財政安定化基金か

らの借入金でございます。 

第１０款、諸収入、第１項、延滞金、加算金及び過料、第１目、延滞金、第

２目、過料、第３目、加算金は、それぞれ１，０００円の計上でございます。 

第２項、預金利子、第１目、預金利子は、１，０００円の計上で、歳計現金

の預金利息でございます。 

１７ページ、１８ページをお願いいたします。 

第３項、雑入、第１目、違約金及び延納利息は、１，０００円の計上でござ

います。 

第２目、第三者納付金は、３億円の計上で、第三者行為の損害賠償金でござ

います。 

第３目、返納金は、１，０００万円の計上で自己負担割合変更に伴う差額分

等の返還金でございます。 

第４目、雑入は、１，０００円の計上でございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１９ページ、２０ページをお願いいたします。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費は、６億４，２

２９万３，０００円の計上で、主なものといたしましては、通信運搬費などの

役務費、広域連合電算処理システム事業委託料などの委託料、事務処理機器借

上料に係る使用料及び賃借料、国保連合会への事務費負担金などの負担金、補

助及び交付金などでございます。 

第２款、医療給付費、第１項、療養諸費、第１目、療養給付費等は、２，０

９２億５，１２７万４，０００円の計上で、診療報酬、調剤報酬、高額療養費

などに係る保険者負担金でございます。 

第２目、療養費は、１５億１，５８３万７，０００円の計上で、鍼灸、あん

ま、マッサージ、補装具、柔道整復師の施術などの保険者負担金でございます。 

２１ページ、２２ページをお願いいたします。 

第３目、移送費は、１０万円の計上で、被保険者の移送に係る費用でござい

ます。 

第４目、審査支払手数料は、４億４，５２３万２，０００円の計上で、診療

報酬の審査及び支払いの手数料でございます。 

第２項、高額療養諸費、第１目、高額療養諸費は、２０億５４９万９，００

０円の計上で、１か月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担

限度額を超えた分を被保険者に支給するものでございます。 

第２目、高額介護合算療養費は、２億１，６３５万４，０００円の計上で、

後期高齢者医療及び介護保険の両方から給付を受け、年間の自己負担額の合算

が一定金額以上になった場合に、自己負担限度額を超えた分を被保険者に支給
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するものでございます。 

第３目、高額療養費（外来年間合算）は、７，２００万円の計上で、外来療

養に係る年間の自己負担額の合算が一定金額以上になった場合に、自己負担限

度額を超えた分を被保険者に支給するものでございます。 

２３ページ、２４ページをお願いいたします。 

第３項、その他医療給付費、第１目、葬祭諸費は、８億２，１７０万円の計

上で、被保険者が死亡した場合に、葬祭執行者に支給されるものでございます。 

第３款、県財政安定化基金拠出金、第１項、県財政安定化基金拠出金、第１

目、県財政安定化基金拠出金は、８，５６７万８，０００円の計上で、後期高

齢者医療の財政の安定化に資するために県に設置されている基金への拠出金で

ございます。 

２５ページ、２６ページをお願いいたします。 

第４款、特別高額医療費共同事業拠出金、第１項、特別高額医療費共同事業

拠出金、第１目、特別高額医療費共同事業拠出金は、５，０７０万７，０００

円の計上で、レセプト１件あたり４００万円を超える医療費のうち、２００万

円を超える部分の財政調整に係る拠出金でございます。 

第２目、特別高額医療費共同事業事務費拠出金は、１５万円の計上で、特別

高額医療費共同事業の事務費拠出金でございます。 

第５款、保健事業費、第１項、健康保持増進事業費、第１目、健康診査費は、

１２億２０１万５，０００円の計上で、医科及び歯科の健康診査に係る委託料

でございます。 

第２目、その他健康保持増進費は、１，４７９万６，０００円の計上で、主

なものといたしましては、市町が行う在宅者への訪問歯科健診等の推進事業や

人間ドック、脳ドック事業などに対する補助金でございます。 

２７ページ、２８ページをお願いいたします。 

第６款、公債費、第１項、公債費、第１目、一時借入金利子は、２９１万７，

０００円の計上で、一時借入金の借り入れを行った場合の利子でございます。 

第７款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第１目、還付加算金は、

４２万円、第２目、保険料還付金は、２，５００万円の計上でございます。 

第３目、償還金は、１，０００円の計上で、国庫支出金等精算返還金でござ

います。 

２９ページ、３０ページをお願いいたします。 

第８款、予備費、第１項、予備費、第１目、予備費は、２億円の計上でござ

います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 
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以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより採決を行います。 

議案第５号については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第１１、議案第６号、監査委員の選任同意について及び議案第７号、監

査委員の選任同意についての２議案を一括議題といたします。 

なお、地方自治法第１１７条の規定による除斥についてですが、議席番号６

番、中山裕司議員は本日欠席されておりますので、御報告申し上げます。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

広域連合長。 

 

○広域連合長（前葉泰幸君） 

議案第６号及び議案７号について一括して御説明申し上げます。 



23 

監査委員の選任同意については、代表監査委員の山路昭人委員の任期が平成

３１年３月３１日に満了することになっております。 

また、議会議員のうちから選任する監査委員については、議員任期の関係上、

現在空席となっております。 

つきましては、識見を有する者のうちから選任する監査委員に、松原克也氏

を、議会議員のうちから選任する監査委員に中山裕司議員を選任いたしたく、

議会の同意をお願いするものであります。 

なお、松原克也氏は、津市職員として長年勤務し、現在は株式会社伊勢湾へ

リポート監査役であります。 

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

 

○議長（水谷進君） 

以上で説明が終わりました。 

本案についての質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

質疑なしと認めます。 

これをもちまして、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

討論なしと認めます。 

これをもちまして、討論を終わります。 

これより議案第６号及び議案第７号の２議案について、一括して採決を行い

ます。 

議案第６号及び議案第７号については、同意することに御異議ございません

か。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 
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よって、議案第６号及び議案第７号は、同意することに決定いたしました。 

 

 

 

○議長（水谷進君） 

日程第１２、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推

選によって行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

三重県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員については、お手元に配

付いたしました名簿のとおり、津市の後藤久氏、四日市市の渡邉八尋氏、木曽

岬町の服部正美氏、紀宝町の木下起査央氏を、同補充員に、津市の磯部憲夫氏、

四日市市の小林慶太郎氏、木曽岬町の鈴木光春氏、紀宝町の西川玲子氏を指名

いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議長において指名いたしました方を選挙管理委員会委員及び同補充

員の当選人として定めることに、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○議長（水谷進君） 

御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました方が、選挙管理委員会委員及び同補充員
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に当選されました。 

なお、補充員の補充の順序については、先ほどの指名の順序のとおりといた

しますので、御了承願います。 

また、当選人に対しましては、文書を持って当選告知を行うことといたしま

す。 

 

○議長（水谷進君） 

ここで、議事整理のため、暫時休憩いたします。 

自席で、しばらくお待ちください。 

 

午後１時５１分 休憩 

 

午後１時５４分 再開 

 

○副議長（小林保男君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩中に水谷進議員から、議長の辞職願が提出されました。 

お諮りいたします。 

この際、議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに、御異議ご

ざいませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたします。 

なお、地方自治法第１１７条の規定による除斥のため、水谷議長は退席され

ておりますので、御報告申し上げます。 

議長の辞職願を議会書記に朗読させます。 

 

○書記（青木博光君） 

議長辞職願。このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可され

るよう願い出ます。平成３１年２月１３日。三重県後期高齢者医療広域連合議

会副議長様。三重県後期高齢者医療広域連合議会議長、水谷進。 

 

○副議長（小林保男君） 

お諮りいたします。 

水谷進議員の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、水谷進議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

退席中の水谷議員の入場を許可いたします。 

前議長、水谷議員から御挨拶がございます。 

 

○議員（水谷進君） 

議長職を辞するにあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと存じます。 

昨年の１１月定例会におきまして、議員各位の御賛同を得まして当議会議長

の職に就かせていただき、誠にありがとうございました。 

本日の定例会をもって議長職を退任することとなりますが、この間、大変短

い期間ではありましたが、皆様方の大きな御協力によりまして当議会の円滑、

円満な議会運営はもとよりその職責を果たせましたことに重ねて感謝と御礼を

申し上げます。 

簡単ではございますが、議長職退任の御挨拶とかえさせていただきます。 

本当にありがとうございました。（拍手） 

 

 

 

○副議長（小林保男君） 

ただいま、議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推

選によって行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選により行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、副議長において指名することにいたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、副議長において指名することに決定いたしました。 

本広域連合議会の議長に、渡邉清司議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました、渡邉清司議員を議長の当選人として定めること

に、御異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○副議長（小林保男君） 

御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました渡邉清司議員が、議長に当選されました。 

ただいま、議長に当選されました渡邉議員が議場におられますので、会議規

則第３１条第２項の規定により告知いたします。 

渡邉議員、議長就任について、御挨拶をお願いします。 

 

○議長（渡邉清司君） 

どうも皆様、改めましてこんにちは。 

先ほど皆様の御推挙によりまして、三重県後期高齢者医療広域連合議会の議

長を務めさせていただくこととなりました、桑名市議会の議長の渡邉清司でご

ざいます。 

何分微力ではございますが、皆様の御協力のもと、円滑な議会運営に努めて

まいりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがと

うございました。（拍手） 

 

○副議長（小林保男君） 

ありがとうございました。 
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それでは、議長と交代します。 

渡邉議長、議長席に御着席願います。 

皆様の御協力、誠にありがとうございました。（拍手） 

 

 

 

○議長（渡邉清司君） 

これより、議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

以上をもちまして、本定例会に付議された案件は、すべて終了いたしました。 

平成３１年第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたしま

す。 

ありがとうございました。 

 

午後２時０１分閉会 


